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1 章 一般事項 

 

1.1. 適用範囲 

本特記仕様書は､上水道及び簡易水道等における水源及び配水池等の水槽施設底盤をロボッ 

トによって清掃する業務 (以下｢業務｣という。) に適用する。 

標準仕様書(図面､機器表等を含む｡) に記載されている事項(以下｢標準｣という｡) 

及び､発注者が定める仕様書等に記載がある場合以外は､本特記仕様書による｡ 

標準並びに本特記仕様書(以下｢発注図書｣という。) に規定する事項は､別の定めがある 

場合を除き､請負者の責任において履行すべきものとする｡ 

本特記仕様書は標準仕様書の下位文書とし､標準仕様書に記載されている内容の補足的文 

書であり､本書に記載のない事項については標準仕様書に従うものとする｡ 

すべての発注図書は､相互に補完するものとする｡ただし､発注図書間に相違がある場合の 

優先順位は､次の(a)から(b)の順番どおりとする｡  

（ａ）  特記仕様書 （図面、機器表等を含む。）  

（ｂ）  標準仕様書  

 

1.2. 業務の目的 

本業務は飲料水起因による赤水や地域住民の健康被害､生活環境汚染を防ぐことを目的と 

し､配水池の経年による底面堆積物 (砂･錆･フロック等) を断水することなく､通常通 

り水道水の供給を行いながらロボットにて清掃すると共に､配水池内部をロボット搭載の 

水中ＣＣＤカメラにて点検を行い､維持管理に必要な情報を得るとともにその効率を高め 

ることを目的とする。 

 

1.3. 用語の定義 

業務の履行に係る用語の定義は､標準仕様書等の別の定めがある場合を除き､次のとおり 

とする。 

 ( 1) ロボット操作者は、水道施設及び飲料用貯水槽に関する事項ならびにロボット 

操作等の業務を履行する上で必要な技術等を熟知した者である｡ 

( 2) ｢消毒｣とは、塩素による消毒のことであり､遊離残留塩素濃度 10 ㎎/ℓ以上に調整 

した消毒液を散布又はその消毒液に浸漬させることにより病原菌等の有害微生物 

を死滅(殺す)ことをいう｡ 

なお､本濃度は水道維持管理指針〔日本水道協会〕に基づき設定した｡ 

 

 

 

 



２章 業務管理等  

 

2.1. 安全衛生  

( 1) 施工に際しては､労働安全衛生法及び関係諸法令を順守し､業務従事者の安全を優 

先に業務にあたる｡ 

( 2) この業務は､上水道及び簡易水道等の飲料水に関連した施設の清掃作業のため､特 

に衛生面に留意し､常に清潔を保持する｡  

 

2.2. 作業者順守事項  

( 1) 発注者及び監督職員との打合せを徹底し､変更等生じた際には必ず確認の上､臨機 

 応変に対応する。 

( 2) 安全作業に徹する｡ 

( 3) 現場設備の取り扱いは､発注者及び監督職員の指示を受ける。 

( 4) 業務責任者は作業開始前に必ず打ち合わせを行い､工程その他の注意点等を業務従 

事者に周知徹底する｡ 

( 5) 作業は必ず複数人で行う｡ 

( 6) 水槽内に入れる機材器具等は全て塩素消毒を行う｡ 

( 7) 機材の整理整頓､保守に努める｡ 

( 8) 他作業や通行に支障のないように留意する｡ 

( 9) 業務従事者（施設内に立ち入る者）は常に身分証明書を携帯すること。 

 

2.3. 安全衛生管理 

労働安全衛生法及び完成書法玲､並びに管理規定に基づいて安全衛生管理を組織し､作業 

安全心得を厳守して施工にあたる｡  

( 1) 業務従事者は服装等を清潔に整え､ヘルメット､安全帽､安全帯を正しく装着する｡  

( 2) 危険箇所､高所作業などを示す標識を設ける。 

( 3) 常に健康状態の維持に努め､異常のあるものは就業を禁止する。 

（ 4) 業務従事者は定期的に腸内細菌検査を受け､健康状態を確認した上で業務にあたる。 

また､施工時は成績書を携帯する｡  

 

2.4. 環境対策 

施工の際には､自然環境及び周辺環境に配慮することとする｡  

( 1) 業務によって生じた排水及び堆積物の処理は､環境等に配慮し､発注者及び監督職 

員の了解のもので処理する｡  

( 2) 周辺環境に配慮し適正に処理する。 

( 3) 作業によって生じた廃棄物は､各自治体の処分方法に従って適正に処理する｡  



３章 施工方法  

 

3.1. 業務概要 

水中ロボットを配水池の人孔又はその他の開口部より投入し､槽内壁面及び底盤の状況を 

槽外の映像モニターで確認しながら､底盤に堆積した沈殿物を槽外へ排出､除去する｡  

 

3.2. 使用機材 

業務履行に必要な機材及びその仕様は次の通りとする｡なお､これらの機器の取り扱いに 

は十分に注意し､衛生的環境で保管し､油脂等の汚濁物質との接触がない様､処置を講ず 

るものとする｡  

( 1) ｢清掃ロボット｣ 

配水池清掃専用の水中ロボットをいい､次の機構を搭載した機械機器を使用するもの 

とする。 

( 1) リモートコントロールによる自走機能 

( 2) チルト機構等をもつＣＣＤカメラ 

( 3) 水中照明装置 

( 4) 堆積物の巻上げを考慮したクローラベルト 

( 5) フロートホースを接続し、ロボットに搭載した吸込み口より堆積物を系外へ 

排出できる機能 

( 2) ｢フロートホース｣ 

ホース内に水を充項させた状態で水に浮く機能を有するホース 

 ( 3) ｢ストレーナー｣ 

底盤に堆積した沈殿物のうち､吸引装置の故障を誘発する恐れのある硬質の粒子等 

を回収する装置  

( 4) ｢吸引装置｣ 

フロートホースを凌続でき､排出水を自給･排出することのできる装置  

( 5) ｢録画再生機器｣ 

水中ロボットのコントロールボックスまたは映像モ二タ一と接続でき､水中ロボッ 

トからの信号を映像として保存､再生できる機能を有する機器 

( 6) 「映像モニター」 

水中ロボットのコントロールボックスまたは録画再生機器と接続でき､水中ロボッ 

トからの信号を映像として表示できる機能を有する機器  

 

 

 

 



3.3. 施工計画 

請負者は事前に発注者と十分に打ち合わせを行い､次の項目を記載した業務計画表を作成  

する｡ 

( 1) 発注者及び監督職員  

( 2) 請負者  

( 3) 業務名  

( 4) 業務場所  

( 5) 清掃対象施設名及びその概要 (容量､底盤面積､寸法等) 

   ( 6) 作業日時  

( 7) 作業工程  

( 8) 業務責任者､業務従事者  

( 9) 連絡先及び緊急連絡先  

 

3.4. 事前準備 

施工時に円滑な作業を行うため、施工日までに次の準備を行う。 

( 1) 事前に提出した業務計画表及び工程表の内容に変更等がないか確認する 

( 2) 当該施設の立地条件や排水経路並びに槽内施設、堆積物状況を考慮し、清掃方法を 

具体的に決定する。また、施設その他に異常等を発見した場合には速やかに発注者 

並びに監督職員へ連絡し、協議の上対処する。 

( 3) 機材チェックシート等を用い､機器機材の作動や異物の付着等の確認を行うと同時 

に､洗浄･消毒を行う｡  

 

3.5. 機材搬入・設置  

( 1) 仕様機材の運搬には細心の注意を払い、土砂や雨水等汚染の可能性があるものに直 

接、触れさせないようにしなければならない。  

( 2) 機材を仮置きする場合はビニールシート等を活用し、常に清潔にしなければならな 

い。 

( 3) 機器機材の設置場所は発注者並びに監督職員の意見を取り入れた上で業務責任者が作 

業効率と整理整頓を踏まえた上で決定する｡  

( 4) 設置場所及び投入口付近は投入口の蓋を閉めた状態で予め清掃すると共に､異物等 

の槽内への混入を防ぐ為の処置をする｡  

( 5) 水中ロボットとケーブル類の接続は資格者又は熟練したものが行う｡  

( 6) 全てのケーブルを接続し､地上にて全ての機器の作動確認を行う｡ 

  

 

 



3.6. 消毒  

( 1) 塩素消毒液を調整し､水中へ入る部分を十分に消毒する｡このとき遊離残留塩素濃 

度が 10 ㎎/ℓ以上でなければならない。 

 

〔参考：12%の次亜塩素酸ナトリウム溶液では 300ℓの水に対し 20ｇ以上〕  

( 2) 消毒は清掃ロボットを投入する際には毎回行わなければならない。 

 

3.7. 底盤清掃  

( 1) 水中ロボットを槽内投入し､着地する前に吸引装置を作動させる。 

( 2) 吸引装置が正常に可動していることを確認後､水中ロボットを着地させる｡このと 

き､堆積物を巻き上げないよう細心の注意を払い､ゆっくりと着地させる｡  

( 3) 着地後は沈殿物を巻き上げないように注意しながら､まず投入口付近の清掃を行い､ 

投入口付近から順に奥へと清掃をする。このとき､吸引装置は常に作動させておか 

なければならない｡また､清掃の際にはその映像または写真を記録として保存し 

なければならない｡  

( 4) 施工中は異物等の槽内への混入を防ぐ為の処置をする｡  

 

3.8. 内部調査 

( 1) 内部調査は水中ロボットの有するチルト機能等を駆使し、底盤並びに壁面等を写し、 

外部の槽外の映像モニターにて確認し、必要に応じてその映像または写真を記録 

として保存しなければならない。 

( 2) 内部調査中のロボット操作等は底盤清掃同様､細心の注意を払わなければならない。 

( 3) 施工中は異物等の槽内への混入を防ぐ為の処置をする。  

 

3.9. 機材撤収 

( 1) 清掃完了後及び作業終了後は速やかに水中ロボットを槽外に引き上げる｡清掃が数 

日に亘る場合､その日の作業終了後も同様とする｡  

( 2) 使用機材等を片付ける際にも 3.5.機材搬入・設置と同様に機器機材の取り扱いには 

十分に注意する｡  

( 3) 機材撤収後は使用機材と計器類の確認および施錠を確認の上､退場する。  

 

 

 

 

 

 



4 章 業務報告書  

 

4.1. 業務報告香  

( 1) 業務完了時には作業内容と作業工程毎の作業写真を記載した文書による報告書と 

映像による報告を監督職員に提出する｡ 

( 2) 報告書は各槽ごとに作成するものとする｡ 

( 3) 作業写真は基本的に各槽ごとに一式とする。 

( 4) 報告書には次の工程写真を含むものとする。 

ただし、発注者の指示や槽の状況等によってはこの限りでない｡  

( 1) 着工前  

( 2) 消毒  

( 3) 清掃前  

( 4) 清掃中  

( 5) 清掃後  

( 6) 排出水状況  

( 7) 業務完了後  

( 5) 槽内の作業写真箇所は清掃前、清掃中､清掃後でそれぞれ次の通りとする｡ 

ただし､発注者の指示や槽の状況等によってはこの限りでない｡  

( 1)底盤面積 100 ㎡未満の水槽では 50 ㎡毎に 2 箇所以上  

( 2)底盤面積 100 ㎡以上の水槽では 100 ㎡毎に 2 箇所以上 

       ( 6) 提出する写真については、作業状況等が十分確認できるよう鮮明な画像で撮影すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



業務価格

現場管理費

機器運搬費

一般管理費

機械費 1 式

人件費 1 式

設計金額 円

業務概要

第2受配水池　外9箇所

韮　　崎　　市

工　　事　　費　　明　　細　　書

単　　価 金　　　額
単価
番号

費　　目 工　　種 細　　別 数　　量 摘　要
単
位

直接業務費計

共通仮設費

消費税相当
額

請負業務費

直接業務費

業務原価計

純業務費

消耗品 1 式

1 式



11 台

水中浮遊型特殊フロートホース

水槽

特殊ストレーナー 堆積採取用

電気ポンプ

11 台

台

11

11 台

11

特殊機械清掃工

単価表
番 　号名　　　　称 規　　　　格 数　　量 単　　価

ロボット操縦機

特殊フロートケーブル

ロボット接続水
中浮遊型

発動発電機

台

金　　　　額

1

単位

当り1.0式単位

内　　　　　　　　訳

　

単　　　　　価　　　　　表
機械費

第 号

摘　　　　要

清掃ロボット CCDカメラ搭載

人

11 台消毒用

人

単価表
番 　号 摘　　　　要

　

数　　量 単位

計

11 台

人件費

名　　　　称 規　　　　格 金　　　　額

単位 1.0式

単　　　　　価　　　　　表

11 台

計

制御ボックス

第 2 号 当り

内　　　　　　　　訳

単　　価

特殊清掃主任技師



摘　　　　要

チャンネルブラシ 2 本

計

単価表
番 　号数　　量 単位 金　　　　額単　　価

単　　価

交通費

規　　　　格名　　　　称

第

機器運搬費

3 単位

日

日

計

1.0式 当り
　

単　　　　　価　　　　　表

第 4 号 単位

消耗品

名　　　　称 規　　　　格 数　　量

内　　　　　　　　訳

単位 金　　　　額
単価表
番 　号

号

単　　　　　価　　　　　表

当り
　

車輌賃料

1.0式

内　　　　　　　　訳

摘　　　　要



第 5 号 単位 1.0式 当り
　

単　　　　　価　　　　　表
共通仮設費

内　　　　　　　　訳

名　　　　称 規　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額
単価表
番 　号 摘　　　　要

技術管理費 10.0 箇所

準備費 1.0 式

安全費 1.0 式

機材設置撤去費 10.0 個所

計

第 号 単位 1.0式 当り
　

単　　　　　価　　　　　表

内　　　　　　　　訳

名　　　　称 規　　　　格 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額
単価表
番 　号 摘　　　　要



NO 水系 配水池名称 短辺 × 長辺 × 深さ 有効深 池数 容量㎥ 面積㎡
1 2 第二受配水池 × 4.00 1345.0 336.4
2 2 柳平第一配水池 1.0 × 2.0 × 1.5 1.50 1.0 3.0 2.0
3 2 柳平第二配水池 2.0 × 6.0 × 1.8 1.80 1.0 21.6 12.0
4 2 穂坂中央水源 3.0 × 5.0 × 1.8 1.60 1.0 24.0 15.0
5 3 塩川第一水源 8.0 × 10.0 × 3.0 2.50 1.0 200.0 80.0
6 4 富士見ヶ丘配水池 10.0 × 12.0 × 5.75 5.00 1.0 600.0 120.0
7 4 甘利浄水場着水井原水槽 1.1 × 3.0 × 2.3 1.80 1.0 5.9 3.3

（薬品混和池） 1.1 × 3.0 × 2.3 1.80 1.0 5.9 3.3
（フロック形成池） 3.5 × 3.5 × 3.2 2.50 2.0 61.3 24.5
（沈殿地） 3.5 × 6.0 × 4.2 3.60 2.0 151.2 42.0
（楊水槽） 1.5 × 7.4 × 2.4 1.50 2.0 33.3 22.2

8 4 甘利第一配水池RC 2.0 × 4.0 × 2.6 2.50 1.0 20.0 8.0
9 4 若尾水源 4.5 × 7.4 × 3.0 2.50 1.0 82.7 33.1
10 4 御勅使水源配水池 6.0 × 9.0 × 4.0 3.70 1.0 199.8 54.0

755.8

令和8年度清掃箇所

φ20.7

計


